
 

で、生ごみをもらってもらえないかと。それも、

生ごみだけのやつ。要するに、プラスチックや

何かが入ってないやつ。レインボープランで集

めたような、あのごみもらってもらえないかと

いうふうに言われた。当時の担当者からあげら

れないと、レインボープランのごみはブランド

ですからと。しょうがないから、当時の長井病

院の残さいあったものを、これなら２回分ぐら

いであればもらわれると。それをもらっていっ

て、炭にしたんですね。炭をつくる機械を実験

する人だったんで。そんなこともあって、私は

長井のごみの分別というのは、本当にすぐれて

るんだと思います。これはだれの力でもなくっ

て、こういう制度をつくって、少額ながら補助

金を出してきて続けてきたという成果だと思う

んです。これが逆転の方向にいって困るなとい

うふうに思うんですね。2,000円から1,000円に

したから逆転するとは言ってませんよ。だけど

も、そういうことの積み上げで長い時間掛けて

今の体制ができてきたというように思うんです。

この考え方、違ってますでしょうか、どうです

か。 

＋

○渋谷佐輔委員長 小泉良一市民課長。 

○小泉良一市民課長 お答えをいたします。 

 補助金があるから、ごみの管理がきちんとさ

れてきたかどうかということになりますと、か

つては、衛生組合の方に160万円なりの補助金

を出してきた時代がありましたから、いろんな

補助という形で回っていたのかもしれませんが、

基本に立ち返ってみれば、ごみ収集場の設置で

あるとか、管理であるとかというのが、地区や

使用者の方にお願いをしているところでござい

まして、地区もそれはわかってきていて、そし

て、常にきれいな状態に置きましょうというこ

とで、市も住民の皆さんもみんなわかっておら

れるわけです。市は収集の義務がありますから、

収集の際には散らかさないように集めたり、散

らかった場合には掃除をしていく。そういうふ

うな協働の作業でやってきたんだと思います。 

 そこで、お金のことでそれが壊れるかという

と、決して私はそうではないというふうに願い

たいところでございますけれども、今の長井市

の状態はやっぱり80万円を40万円にせざるを得

ないというふうな状態を何とぞご理解をいただ

きたいというふうに思ってるところでございま

す。 
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○渋谷佐輔委員長 次に、順位２番、出席番号９

番、蒲生光男委員。 

○９番 蒲生光男委員 私が通告してますのは２

点ですが、最初に２番目の収納率の方からちょ

っと質問させていただきたいと思いますので、

よろしくお願いいたします。 

 総務・文教常任委員会協議会に出されました、

１月末現在の市税等の徴収状況ですね。それか

ら、昨日税務課長にお願いしまして、２月末日

現在の徴収状況の資料をいただきました。２月

末現在で、市税等の滞繰分を含めて現在、今、

５億5,100万円ほど。それから、国民健康保険

税で３億3,600万円ほど。税外収入で１億2,100

万円ほど。合計10億1,000万円ぐらい、またこ

れから入らなければならないということになる

わけですが。１月末では11億5,000万円ぐらい

だったですから、この間に１億4,200万円ほど

徴収されたってことになってますが。最初に税

務課長にお伺いしますけども、これの最終的な

見込み、これをどのように踏んでおられますか。 

○渋谷佐輔委員長 中井 晃税務課長。 

○中井 晃税務課長 ２月末の見込みを見ますと、

現年度につきましては前年度より収納率として、

上がっております。これから、５月の出納閉鎖

末の間まで、すべての納期が到来したものの税
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＋

目しかございませんけれども、例年どおり５月

末の出納閉鎖まで、こちらといたしましても、

できるだけ納税の働きかけをいたしまして、収

納率の向上を目指したいというふうには考えて

おります。 

 ２月末現在の状況で、前年度上回っておりま

すので、５月末の見込みといたしましても、昨

年度を上回るように、こちらとしても努力をし

たいと、目標といたしまして、昨年度を上回る

ような現年の収納率というふうに考えておりま

す。 

＋ ＋

○渋谷佐輔委員長 ９番、蒲生光男委員。 

○９番 蒲生光男委員 そうしますと、数字的に

収納率として何％を目指しているということに

なりますか。 

○渋谷佐輔委員長 中井 晃税務課長。 

○中井 晃税務課長 具体的に目標の数値として

は設定はしてございませんが、前年度を上回る

ような形でこれからも収納活動をさせていただ

きたいというふうに考えております。 

○渋谷佐輔委員長 ９番、蒲生光男委員。 

○９番 蒲生光男委員 国民健康保険税で、この

欄外に書いてあります16年度、それから収納率

前年度、現年度ってありますよね。これを見ま

すと、合計で収納率68.84、前年度69.02、16年

度70.20、これは年々下がっているというふう

な見方でよろしいんですか。 

○渋谷佐輔委員長 中井 晃税務課長。 

○中井 晃税務課長 今、委員からお話しいただ

きました数字でございますけれども、こちらの

方は滞納繰越分も含めた分の数字でございます。

確かに、滞納繰越分も含めた数字で見ますと、

まだ前年度を上回るという状況にはなってござ

いません。なかなか、一気に滞納を解消すると

いうのは難しいものですから、昨年から今年に

かけましての取り組みといたしましては、新た

な滞納を発生させないということで、過去の分

の収納も当然努力はしておりますけれども、現

年度分につきまして、納税漏れのないようにと

いうことでできるだけ現年度の納税を働きかけ

るというような取り組みをしておりまして、そ

の分で現年度分の収納率を上げておりますけれ

ども、確かにご指摘のように過去の分の滞納繰

越分も含めますと、まだ前年度の数値を上回っ

ていないという状況でございます。 

○渋谷佐輔委員長 ９番、蒲生光男委員。 

○９番 蒲生光男委員 さっき、税務課長がおっ

しゃったのは、前年度比より上回りたいという

のは現年度分についてのみですか。問題は、私

が言ってるのは、滞納繰越分はそうしますと、

どんどん徴収できない方向に行くんじゃないで

すか。どうですか、そうなりませんか。 

○渋谷佐輔委員長 中井 晃税務課長。 

○中井 晃税務課長 当然、滞納分につきまして

も払っていただくような折衝はさせていただい

ておりますけれども、まずは滞納を発生させな

いというところから改善していきませんと、た

まったものを回収するというのは非常に難しい

ところがございます。そういうことで、新たな

滞納を発生させないという取り組みを昨年度か

らさせていただいております。 

 なお、当然滞納分につきましても払っていた

だく義務がありますので、それらについても働

きかけはさせていただいておりますが、何分、

過去の分の滞納につきましては差し押さえ等も

させていただいておりますけれども、財産的な

収支状況から見ますと、過去の分をなかなか払

っていただけないような市民の方もいらっしゃ

いますので、その分につきましてはどうしても

滞納額が累積でふえてしまうという状況は現在

のところでもございます。 

○渋谷佐輔委員長 ９番、蒲生光男委員。 

○９番 蒲生光男委員 決算期、９月にこういう

話をしてますと、全然間に合わなくなるという

ふうに、ずっと私はこの２年間ほど考えてきた

もんですから、あえて中途で市長の考え方も含
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めてお聞きしているわけですが、今のお話です

と、現年度分をまず最優先して、重点的に徴収

活動を行っていると。それはそれで結構なんで

すが、そうしますと、滞納繰越分というのはま

すます焦げつきやすくなりはしないかという心

配をするわけですよね。 

 昨年度、いわゆる不納欠損、取れなくなって

しまった税額が5,500万円ほどありましたよね。

今の説明をお聞きしてますと、よっぽどのこと

がない限り、またその不納欠損が上回るんじゃ

ないか。昨年よりも大きく額がふえるんじゃな

いかという懸念を私は持つんですが、その点は

いかがですか。 

＋

○渋谷佐輔委員長 中井 晃税務課長。 

○中井 晃税務課長 昨年も説明させていただき

ました。不納欠損をすることができる条件が、

それぞれ地方税法で示されております。地方税

法の第15条の７にそれが示されておりますけれ

ども、滞納処分をすることができる財産がない

場合、あるいは滞納処分をすることによりまし

て、生活を著しく困窮させる場合、そのほか、

滞納処分をすることができる財産が不明である

場合という３項目が示されておりまして、これ

に従いまして、滞納処分の執行を停止するとい

う措置をさせていただいております。滞納処分

の執行を停止いたしますと、３年後にはこれを

不納欠損しなければなりませんので、まずその

処理をする対象の税目が一つございます。あと、

もう一つはもう既に財産がないというのは明ら

かな場合は、３年間の執行停止を待たずして、

不納欠損をすることができますので、そちらに

つきましてもさせていただく予定でございます。

もう一つは地方税法の第18条に示されておりま

すけれども、時効により消滅するというものも

ございますので、この三つの点につきまして、

毎年処理をさせていただいております。 

 なお、昨年から、もう少し厳密な処理をさせ

ていただくということで、こちらの方の見直し

をさせていただきました。特に事業等が失敗い

たしまして、会社等が解散されてしまった場合、

当然課税対象団体がなくなるわけでございます

ので、こちらにつきましてはすぐに不納欠損処

理をしなければならないんですが、こちらにつ

きましては昨年全面的に見直しをさせていただ

きまして、残っていたものも含めまして、不納

欠損処理をさせていただきました。 

 ことしにつきましては、時効によります消滅

する事項につきまして、洗い出しをさせていた

だいておりまして、そちらにつきまして、不納

欠損の整理ができたものにつきましては、不納

欠損させていただく予定でございます。 

 まだ額につきましては確定しておりませんけ

れども、これまですべてチェックできていたわ

けではございませんので、それらのチェックを

させていただきましたので額といたしましては、

昨年度と同等、あるいは昨年度を上回る合計額

の不納欠損になるのではないかというふうに見

込んでおります。 

○渋谷佐輔委員長 ９番、蒲生光男委員。 

○９番 蒲生光男委員 つまり、滞納情報の一元

化がなされてなければ、この収納率をどこまで

上げていくかという、そういう議論すらできな

いわけですよね。取れるか取れないかも全然皆

目検討がつかないという状況の中では、それは

その仕事ができないと思うんですよ。ですから、

今のご説明ですと、滞納情報の一元化ができて

いて、ある程度整理ができているというふうに

理解できるわけですよね。だからこそ、昨年を

上回る不納欠損になるかもしれないという、そ

のお話だったわけですが。 

 やっぱりこういうことというのは、今回の新

年度予算の中では、これは市長に伺いしますけ

ども、もう、今あやめ公園の入園料の話もござ

いました。過大に見積もらなければならない状

況というのは、幾つか、私、予算編成の中であ

ると思うんですよ。例えば、財産売り払い収入
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＋

の土地・建物というのは毎年上がってきてます

けど、あれは結局売れなかったんですよね。市

税で、固定資産税が見込み違いを発生しました

ということで開会初日に質問があったわけです

が、その市税の見込み違いが大変な悪で、そし

て、あやめ公園の入園料が落ちてもいいという

話は、私は存在しないと思うんですよね。同時

に、こういう収納率についても、低くたってい

いんだなんて話はないと思うんですよ。やっぱ

り、そういうものが全部予算編成上に厳密に計

算されて、議論されて、そして、その歳入見込

みの中に計上されてくると、こういうものでし

かるべきだなというふうに思うんですよね。 

＋ ＋

 今回、予算編成の中で、この収納対策につい

て、特に強調されている節が見当たらなかった

ものですから、この基本的な認識という点で市

長にお伺いいたしますが、いかがでしょうか。 

○渋谷佐輔委員長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 お答えいたします。 

 収納率の向上につきましては、委員おっしゃ

るとおりございまして、しっかりとした情報を

一本化しなきゃいけないだろうというふうに思

っています。 

 私も残念ながら今回間に合わなかったんです

が、やっぱり過年度分の未収分につきましては、

いわゆる滞納分につきましては、やっぱり一元

化しなきゃいけないだろうと、今、税務課、そ

れから建設課、水道事業所、あとは長井病院も

これも同じなんですが、それぞれの分野でやっ

てるのです。これを例えば過年度分については、

年度を越したものについては、一元化して収納

率を上げるという取り組みが必要だろうと。 

 しかしながら、これは条例等全部変えなきゃ

いけないということで、残念ながら今回の３月

議会、私も時間がなくて間に合わないなという

ことであきらめたところでございますが、委員

の方から、以前からご提案いただきまして、市

税等収納率の向上対策本部、これをもうけさせ

ていただいて、大変な効果を上げておりますの

で、これを今後も続けていくと同時に、そうい

った条例改正も含めて、一本化した、いわゆる

年度を越した分ですね。それを徴収できるよう

な、収納できるような、そんな体制を考えてま

いりたいと思っています。 

○渋谷佐輔委員長 ９番、蒲生光男委員。 

○９番 蒲生光男委員 収納率向上対策本部をつ

くっていただいて、それなりに時間外に徴収に

行っていただいて、それなりの効果は上がって

きてると思うんですが、例えば、私はいつも言

うんですが、村山とかって、ああいうあっちの

市と比べますと、まだまだあらゆる税目で差異

があるわけですよね。あっちはいいわけですよ、

滞繰分も現年度分もいいんですよ。だから、な

ぜその差異があるのかと。 

 やっぱり上位の市に近づくように、努力をし

ていただかないと、こういう努力もなしにやっ

ぱり固定資産税を上げようという話もなかなか

議論しにくいことだと思うんですよね。やっぱ

り、我々がここまでやってるんだという話があ

ってこそ、初めて市民の皆さんに理解していた

だけるものだと思いますので、ぜひこの収納率

向上対策本部、これが９月の決算に私は質問す

る立場にいるかどうかわかりませんが、そうな

りたいと思ってますけれども、その節はやっぱ

り、こうやって、こうやって、ああやったから

ここまできたんだという成果を披瀝できるよう

にしていただきたいものだなと思います。だか

ら、やっぱり予算編成時にこの収納率をどこで

見込むかということについては、極めて大きい

問題だと思います。市民課長からは、先ほど幾

ら幾らという数字の披瀝はあったんですが、し

かし、この国保にしたって、まだまだやっぱり

これじゃ低いと思うんですよ。 

 軽自動車税だけ滞納してて、あとは全部払っ

てるなんて、そういうふうにはなかなかならな

くて、多分、いろんな税目が滞納になってたり

―２２６― 
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するケースが多いんだと思うんですよ。ですか

ら、そういうふうな滞納を発生させる 

メカニズムを防ごうということで、現年度分か

らやってるというのは私もそれはわかりますけ

ど、一方で住宅使用料なんていうのは公証人を

つけていても、この種類だと1,000万円ぐらい

滞納があるわけですよ。細かい数字は見ており

ませんが、それが１カ月が２カ月、１年や２年

じゃないということですよね、滞納が続いてる

のはですね。これは民間ではあり得ないことで

すから、これが行政でなぜ許されるのかという

こと、こういうのはないようにして進めていく

べきではないかなと思いますので、ぜひこの内

谷丸が船出して間もないときですが、ぜひそう

いったことに対して、私はリーダーシップを取

っていただきたいと思いますので、よろしくお

願いしたいと思います。 

 １番目の質問なんですが、いろいろ聞きたい

ことは山ほどあるんですけれども、まずたまた

まテレビを見ておりましたら、夕張市は財政再

建、赤字再建団体で、国の監理下に基づいて再

建が、これは進むわけですが、夕張の前は福岡

県の赤池町、佐々木謙二議員なんか、私はちょ

っと行けなかったんですが、視察に行っていた

だきましたですね。 

 夕張市はいわゆる赤字額が350億円、借金632

億円。財政破たんをしたわけです。その再建団

体で財政再建の優等生と言われる赤池町、ここ

が隣町と合併したんですね。福智町というふう

に変わったようです。ところが、この福智町が

合併してみたら、これは福智町の広報なんです

が、合併したら、市民一人90万円以上に及ぶ借

金があることがわかったと。それは初めからわ

かってるわけですよ、こうなるということはで

すね。人口２万6,342人の町が237億6,100万円

の借金があって、割り込みますと90万円以上の

借金になるということです。しかも、この３町

はそれぞれ赤池町と同じように、赤字再建団体

の再建をした経験の自治体なんですね。この三

つが一緒になって、福智町というふうになった

んです。それが今度合併したら、またぞろ再建

をしなきゃいけないという。これは合併再建と

いう特集です、これ。2006年の12月に出した広

報なんですが、これをちょっと見ていたんです

けど、赤池は当初63億6,700万円、最終的に37

億円まで借金を減らして、いわゆる貯金、基金

ですね、これが約30億円ためました。北条町は

当初71億円を48億円まで減らしたというふうに

あります。金田町が、ここが65億円で、この資

料によりますと、最終は67億円というから、逆

にふえてるんですが、これはいずれも赤池町は

平成３年から平成12年、北条町は昭和57年から

平成３年、そして、金田町が昭和56年から昭和

62年、それぞれ赤字再建団体の指定を受けまし

て、ここで財政再建をしてるんですね。それが

その三つ合併したら、また財政再建に取り組ま

なければならない、赤字再建団体に陥りそうだ

ということになってるんですよ。なぜ、こうい

うふうになるかということですよね。 
＋

 あえて、こういったことを申し上げますのは、

過日の一般質問で１市３町の合併について、市

長の前向きなご答弁がありましたので、合併が

財政再建の切り札にはなり得てないという一つ

の事例だと思うんですね。結局、鉛筆１本を買

うのにも国、県の許可が要るというふうに言わ

れるほど、厳しい道筋をたどるものですから、

おのずと公共物であっても何でもすべての補修

や何かが、やっぱりなかなか起債してする事業

ができない。それで再建期間が終了しますと、

そういう行政需要が一遍にぐっとわいてきて、

そして、新たな借金をつくってしまうというふ

うに書いてあります、ここには。だから、こう

いう事例を私は大いに学んでいくべきではない

のかなと思っておりますけれども。 

 新しい福智町というのは平成18年３月６日合

併したばっかりですから、新生町なんですが、

―２２７― 



 

＋

今でもさまざまな行財政改革のための視察者が

後をたたないそうです。それから、当時財政再

建にたずさわって、いろいろ努力をした課長さ

んたちが、全国からまだ講演にきてくれという

ことで、引く手あまただというふうに言われて、

ここに書かれております。そして、この改革の

羅針盤って、これは結局当時の赤池町の職員が、

その穴ぽこのあいた道路の整備をするために材

料代だけでやってるその姿の写真のようなんで

すね。こうやって、やってきた努力が、また財

政再建をしなきゃいけない。そういう苦境に立

たされているという実態だというふうに書いて

あるわけです。 

＋ ＋

 この福岡県の筑豊地区というのは、いわゆる

筑豊炭田で国のエネルギー政策の転換によって、

やっぱり苦境に立たされている。言ってみれば、

北海道と同じようなパターンなんですね。この

筑豊地区で飯塚市というのは３月26日合併です、

18年の３月26日合併。それから、これは13万

5,000人の都市ですが、ここの経常収支比率が

101.8％、地方債が642億円の残高なんで、住民

一人当たり48万円。長井市は19年度見込みで、

125億1,000万円ですから、40万円ちょっと。そ

れは、嘉麻市という、やっぱりあるんですが、

これは人口４万7,000人、経常収支比率が

111.3％です。地方債残高が308億円って、宮若

市というのもあるんですが、これは３万1,253

人、経常収支比率が104.7％。 

 つまり、ここに共通しているのは、合併した

ら、財政がさらに硬直化したというふうにある

んですよ。だから、これは何も長井市を目指す

合併にはそういうことにならないように努力し

ていくわけですが、合併が財政再建の切り札に

なり得てないということをやっぱり大いに学ぶ

べきではないのかと、私は思うんですよね。財

政も大変厳しいわけですけれども、そういった

さまざまな事例があるようでございますので、

ぜひ内谷市政におかれまして、さまざまな意思

決定をする際、そういうことに大いに学ばれま

して、議会との議論をしていただきたいもんだ

なということを、まず冒頭申し上げておきたい

なというふうに考えております。 

 業務のたな卸しの関係でございますが、市長

はフォーラム21の時代に、時系列的に言えば、

上越市のISO14001の話ですね、それから、ニセ

コ町のファイリングシステム。それから太田市、

それから志木市、それから大阪の狭山市。ここ

に行かれまして、さまざまな我々がなるほどと

思うような事例を、私も大いに学ばせていただ

きまして、大変参考になったなというふうに考

えております。 

 特に志木市のときは、当時の鈴木良雄議長、

あるいは目黒市長にも同行いただいて、志木市

の穂坂市長が国の方に出張中だったんですが、

わざわざ私どもが行くとき時間に合わせて来て

いただいて、説明をいただきました。そのとき

に、その業務のたな卸しという手法をやって、

業務の分類をなされているというのを聞きまし

て、長井市がそれを行って、採用して行ってい

ただいたわけですが、その後の経過として、ど

こまで進んでいるのかということを特にお聞き

したいわけです。 

 今回、特に予算編成に当たられまして、こう

いったことを予算編成上、直ちに反映すること

はなかなか難しいと私は思いますけれども、そ

ういったことを基本的な考えの中に市長はなか

ったかどうか、その点はいかがでしょうか。 

○渋谷佐輔委員長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 お答えいたします。 

 私もフォーラム21のとき、蒲生委員の方から

もいろいろご指導いただきながら、勉強させて

いただきました。これをぜひ生かしたいと、そ

んなことで今回自立経営対策室をもうけたいと

いうふうに提案させていただいたところでござ

います。 

 委員ご承知のとおり、自立計画を立ててまい
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りまして、その前には五カ年計画をやってるわ

けでございます。当然、業務のたな卸しをここ

五、六年やってきたと。しかし、これまでしか

進んでいないという実態は、やはりどこかでて

こ入れしなきゃいけないだろうということで、

私は今回対策室を条例といたしまして、条例の

改正案をお願いしているところでございますが、

同時に19年度は約４億5,000万円、地方交付税

含めまして、財源が今まで国からいただいてい

たのが来なくなるわけでございますので、その

部分をいかに今の市民サービスレベルを下げな

いでやるかというのが課題でございますので、

やはりそこで問題になってくるのが業務のたな

卸しと、あと市民との協働というふうに考えて

おります。 

＋

○渋谷佐輔委員長 ９番、蒲生光男委員。 

○９番 蒲生光男委員 具体的な話までは、ここ

では踏み込むことはなかなか難しいと思います

けれども、やはり基本的な一つの理念と言いま

すか、概念として、これをどのように生かして、

どこまで反映させていくのかというあたりのこ

とが、やはり市長の方針として出していただか

ないことには、なかなか進まないんじゃないか

なというふうに思うんですね。自立計画推進主

幹の方に、特命主幹の方に任せっきりでは進ま

ない。もう、絶対進まないと思います。そうい

う点で、強いリーダーシップを取っていただか

ないと、なかなかこれが数字にも反映されてこ

ないと思いますんで、もう一度このように生か

すんだと、このように生かしたいんだというこ

とがあれば、お話いただきたいと思います。 

○渋谷佐輔委員長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 委員のおっしゃるとおりですね、

私の方で直接的に大分、それぞれの主管課の方

に踏み込んで指示していかないと、恐らく変わ

らないだろうと、そういったことで私の直に意

見が通るようにということで、対策室をもうけ

たわけでございます。ただ、具体的な施策につ

きましては、残念ながら施政方針つくったのも、

まだ就任にして１カ月半ぐらいで作成しなきゃ

いけなかったと。予算も就任１カ月以内で、も

う着手しなきゃいけなかったということで、残

念ながらそれぞれの各課に踏み込んだところま

で、予算の編成も含めてですが、私は残念なが

ら今回の予算は意向を反映させることはできな

かったというふうに思っています。 

 一番これからの課題は、特に一般質問でもい

ろいろご質問いただきましたけれど、今までの

サービスを、これは切ることはできないと。例

えば、これが民間委託でできるのかと、あるい

は例えば完全に廃止して、サービスをやめて、

それで大丈夫なのか。あるいは、市民との協働

の中で地区で担当していただいたりとか、ある

いは違う方法の代替の案がないのかといったと

ころまで、すべて今の事務事業一つ一つ洗い直

ししなきゃいけないと。それが、19年度しない

と、20年度は予算が組めないということでござ

います。 

 委員ご質問の具体的な部分については、残念

ながら、今ここでお答えすることはできません

が、例えば先ほど、あやめ公園の使用料があり

ました。これは考え方として、やっぱりどうし

ても公務員というのは、前年の踏襲なんですね。

ですから、その前に蒲生吉夫委員からも質問あ

りましたように、来年度の予算は前年度を見て

立てるというのが基本なんですね。でも、それ

は私は誤った、特に観光事業とか、事業をする

ところについては誤った予算の立て方だろうと。

それは確実にこれぐらい見込めるという数字は

精査しなきゃいけないんですが、やはりしっか

りとした目標を持つ。収納率もそうなんですけ

ども、目標を持って、それを実現するためにど

んな方法を取るかといった具体的なものを、そ

れぞれの担当で考えていくと。みんなで知恵を

出し合うと、こういう訓練をしていかないと長

井市は変わらないというふうに思いますので、
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＋

そんな方針で19年度以降、やっていきたいと思

います。 

 ぜひ、よろしくお願いします。 

○渋谷佐輔委員長 ９番、蒲生光男委員。 

＋ ＋

○９番 蒲生光男委員 就任間もなくて、施政方

針なり、また予算編成に市長の考えが十分に入

れられなかったというお話ですが、それは物理

的にそうだろうなというように思うんですね。

今回、各常任委員会でさまざまな議論をしてま

すが、思わぬような展開になっていて、私も正

直驚いております、正直言って。これは、やは

り今、市長の口から出ましたように、十分準備

できないがために起きている現象、現象という

か、そういうことかなというふうに思わざるを

得ないんですよ。今回の予算編成の、いわゆる

一番大きいキャスチングボードを握ったのは財

政課長でしょうから、財政課長の言うなりなん

て言い方は悪いんですが、財政課長の圧倒的主

導権によって、予算編成がなされたのではない

かと私は思うんですが、それがそうでないとし

ますと、各課、課長会とかあるわけでしょ。そ

こで、さまざまな議論、キャッチボールが十分

されてきたのかと、逆な言い方をすれば、そう

いう期間ってあったんですかと逆にお聞きした

いんですよね。だから、十分議論をした上で、

例えばあやめ公園の入園料の値上げ、あるいは

また福祉ハイヤーは補正だという話になってま

すけれども、あるいはそのほかのものに出てい

るということになるんでしょうか。 

○渋谷佐輔委員長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 お答えします。 

 財政課長が組んだというのは当たってないと

思います。というのは、あくまでも18年度の予

算の踏襲が基本です、今回は。それについて、

財源不足が当初の積算からすれば、10億円近い

財源不足があったわけですから、これはどうし

ても、財政課の部分でかなり削らざるを得なか

ったと。私のところに来た段階で、約５億円ぐ

らいだったです。そこから、100億円しか収入

が見込めませんでしたから、残り５億円をどう

するかというところから私の判断だったわけで

すけども、その段階で、復活でまた１億円ぐら

い戻しました。しかし、またどこかで削らなく

ちゃいない。それの繰り返しでした。 

 そこでやっぱり残念だったのは、現場の方と

十分に詰める余裕が、残念ながらなかったとい

うこと。２月の中旬に議会の方に示さなきゃい

けないという日程から追っていったもんですか

ら、その部分は管理職間でも議論ということは

する時間がありませんでした。 

 ただし、３月定例会を迎えまして、私の方か

ら30分近く話をさせていただいて、それで、意

見交換をしたということは行いました。そんな

ことでの管理職間での意思疎通は決して十分と

は言えないまでも、やる努力はしてまいりまし

た。 

 それで、問題はやはり今年はもう19年度自体、

当初、基金はゼロでございますから、前市長が

「金庫を開けたら三百数十万円しか入ってなか

った」ということですが、私は「金庫を開けた

らマイナスだった」という状況でございますの

で、そんな中でのどうしようもない状況だった

なと。弁解するわけじゃないんですが、ぜひそ

んなことでこれから十分変えられる、変えられ

るっていいますか、政策的にもいろいろご指導

いただきながら、よりよい方向でまいりたいと

思いますので、ぜひよろしくお願い申し上げま

す。 

○渋谷佐輔委員長 ９番、蒲生光男委員。 

○９番 蒲生光男委員 太田市も志木市も行政サ

ポーター制度であるとか、あるいはまだそれと

類似したシステムを採用しておりまして、結構

窓口、ＮＰＯであったりして、この安価な行政

運営になっているのを目の当たりにしてきたわ

けですが、この間の一般質問の市長答弁の中で

は、何か余りそういったことには積極的に受け
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とめられるような発言じゃなかったような気が

してるんですが、もう一度お伺いしますけれど

も、そういったことを進めるという意思はおあ

りなんでしょう。いかがですが。 

＋

○渋谷佐輔委員長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 お答えします。 

 もちろん、私はこれから、民間委託というよ

りも、協働によって、今現在行っている行政の

仕事を、民間あるいは市民団体等に協力してい

ただかないと、持たないだろうと。ですから、

それは私は当然のこととして受けとめておりま

すので、ちょっとその辺、私の、もう少し強調

が足りなかったのかもしれませんけれども、行

ってまいりたいと。 

 ただ、ＮＰＯについては残念ながら、受けて

いただけるＮＰＯがどうしても限られてしまう

と。ですから、何とか新たなＮＰＯが組織され

るとか、そういった動きがあったら、行政とし

ても何かお手伝いできないものかと。ぜひ、行

政のある一定部分をＮＰＯで受けていただくこ

とがあれば、大変ありがたいなというふうに思

っております。 

○渋谷佐輔委員長 ９番、蒲生光男委員。 

○９番 蒲生光男委員 業務のたな卸しの関係で

は、遠藤主幹、特命主幹の方で一生懸命進めて

いただいていると思いますので、総務課長にお

伺いしますが、これは具体的にどこまで進んだ

んですか。とっくに整理は終わってますよね、

１年以上前に。どこまで進んで、今、何をやろ

うとしているのか、最近見えてこないんですが、

それはいかがですか。 

○渋谷佐輔委員長 平 進介総務課長。 

○平 進介総務課長 お答えいたします。 

 平成16年度に実施しました業務のたな卸しに

基づきまして、平成17年度には廃止、移譲、移

管、委託の視点で見直しをしまして、委託可能

性の調査を行いました。その結果、委託可能な

業務を拾い出しまして、今年度につきましては

行財政改革推進計画2006～集中改革プラン～に

平成22年度までの５年間で取り組める事務事業

を盛り込んでおります。 

 今年度取り組んだものにつきましては、委員

ご案内のとおり、公の施設関係では図書館の運

営業務、それから事務管理公社の計画的縮小に

合わせました生涯学習プラザの維持保全業務、

そして、各地区公民館、中央公民館の運営業務、

文化会館業務というようなところがありますし、

在宅高齢者の福祉サービス事業のいきいき号な

ども委託しております。また、19年度につきま

しては、社会福祉協議会に清水保育園を移管す

る予定で準備をしております。 

 特に18年度は、集中改革プランで計画してお

ります事務事業の再編、整理等を伴う際のスキ

ームの中で、事務事業指標シートの見直しを行

っております。合わせて、財政健全化、民間委

託、定員適性化計画を踏まえ、その主要施策シ

ートとして、事務事業を３段階の評価で評価し

まして、予定どおり実施がＡ、事業実施手法の

見直しが必要がＢ、事業のあり方を抜本的に見

直しするというふうなＣの３段階評価をしたと

ころでございます。 

 以上のことから、義務のたな卸しにつきまし

ては、集中改革プランで委託可能とした事務事

業の、事務業務の委託の推進の中に織り込んで

おりますが、また事務事業の評価、予算編成の

過程で利用しているというふうに考えておりま

す。 

○渋谷佐輔委員長 ９番、蒲生光男委員。 

○９番 蒲生光男委員 ことしは基金繰り入れし

て、いわば綱渡りの予算編成をしましたよね。

来年はどうなりますか、全然わからないじゃな

いですか。だから、そういうときに、その業務

のたな卸しを16年に実施しているんですから、

もう少しそれが予算編成にあらわれてくるよう

な取り組みを、この長井市としてやるべきじゃ

ないのかなと私は思うんですよ。確かに今、清
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＋

水保育園を何だかんだとおっしゃってますが、

それはずっと前に、うんともっと前にやる予定

だったですよね。 

＋ ＋

 つまり、何と、何と何をことしはどうする、

来年はどうする。そこまでわからなければ、３

年後どうする。この業務については５年後こう

する。そういうものを一元化として、わかるよ

うにして示してほしいということですよ。それ

を示していかないと、さっき冒頭からおっしゃ

ってます協働のまちづくり。協働のまちづくり

の原点はまず説明責任を果たすことから始まり

ますから、なかなかうまくはいかないと思うん

ですよね。そして、市民参加を行政に促してい

くということにしませんと、協働のまちづくり

には発展していかないと思うんですよ。そうい

う意味で、何か総務課長の棒読みの答弁という

のは、異常に私は不満を感じてしょうがないん

ですよね。もっと進めてほしいと思うんですよ、

もっと。それが市長が言う、その新たな室なの

かどうか。それはどうですか。 

○渋谷佐輔委員長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 委員のおっしゃるとおりで、そ

れぞれ頑張ってはきたんだと思いますが、実績

が全く上がってないと。厳しく言えばですね。

それと、その民間委託なり、協働のまちづくり

を、例えばこのある分野を進めたら、どのぐら

い財政的な効果も出せるんだというところが全

くない計画です。それを今主幹が一人で管理し

ているわけなんですが、新たにこれをつくりま

して、そして、数字まで入れてですよ、それぞ

れ、何年度まで進めなきゃいけないという、そ

ういったことを今の体制でやるのは不可能だと、

私は判断したところです。ですから、総務課の

中に今、主幹があるわけですけども、やはりこ

れを発展、もう少し深く踏み込んでいかないと、

残念ながら進まないだろうと思います。具体的

に、例えば児童センターの委託等、これからも

清水保育園は終わるわけでございますので、こ

れからの課題になるわけですけども、それらに

ついても具体的にどうするかといったことが全

然詰められてないのが今の現状だと思います。 

○渋谷佐輔委員長 ９番、蒲生光男委員。 

○９番 蒲生光男委員 ファイリングシステムで

は、一般質問でも申し上げましたので、もう一

度総務課長にお伺いしますが、企画調整課長が

本当はいいんですがね、総務課長と書いてある

ものですから、総務課長にお伺いします。 

 確かに、福祉事務所と市民課の間のキャビネ

ットの上の扇風機はなかったです、この間行っ

たら、扇風機はね。私指摘したから取ったと思

うんですが、しかし、キャビネット上に、もう

一段キャビネットがあって、その上にまだ段ボ

ールがあるんですよ。これ地震とか、地震計は

あそこの下にあるらしいんですが、地震とかで

転倒して、落下して、けがしたら、だれが責任

負うんですかという心配をしてます。 

 まあ、ニセコ町もごらんになってわかると思

うんですが、仕事が終わったら、机の上にああ

いう書類の山ってなかったですよね。石岡市に

も前、私行ったときもそうだったんですけど。

もう根本的に不要不急のものが庁内にあり過ぎ

るのではないかと思うんです。そういうことに

心が行き届かない、目が行き届かない、考えが

及ばないということであれば、なかなかさまざ

まな知恵を出すというところまでいかないんじ

ゃないのかなと、逆に思うんですよ。だから、

まず、目で見る管理といいますが、病院に行っ

たら、青線をたどっていくと、自分の行きたい

ところに行くようになってますでしょ。あれと

同じ管理ですよ。 

 だから、例えば、技術的な資料であれば、会

社で言えば、チューブファイルの青の背表紙を

使うとか、総務関係は赤の背表紙を使うとか、

そういうふうに色分けしたり、わかりやすいよ

うにだれでもわかるようにしてるじゃないです

か。そういうふうな管理の手法を取りいれてや
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るべきだと思うんですよね。それにつけても、

まずああいうような保管の方法ですね、改めて

いくべきだと、改めて私は申し上げますが、ど

うですか、これ、総務課長に聞きますか。 

＋

○渋谷佐輔委員長 平 進介総務課長。 

○平 進介総務課長 老朽化して、そして、狭隘

の本庁舎、分庁舎であります。 

 確かにキャビネットの上にものが置かれてあ

るということにつきましては、私も安全衛生管

理者でありますので、落下事故などあった場合

に責任問題も当然出てまいります。また、市民

の方々がおいでになっての見映えというふうな

ところもあります。この部分につきましては、

私の責任というふうなところで新年度において、

各課に通知しながら、ＩＳＯの精神を持って、

できるだけそうしたことのないようなところで

やっていきたいというふうに思いますし、文書

管理規程に基づきました、その文書管理の中身

で持って、廃棄、整理整とんをして進めていき

たいというふうに思っております。 

○渋谷佐輔委員長 ９番、蒲生光男委員。 

○９番 蒲生光男委員 今、大変耳ざわりのいい

ご答弁をいただいておりますが、毎回そういう

ことでごまかそうなんて考えないでくださいよ。

言ったことはきちっとやっていただいて、変わ

ったって市民の方から言われるように、私はし

ていくべきでないのかなと思うんですよね。例

えば、課長さんというのは大抵後ろの方にどっ

かとしておられますが、これ、前に座られたら

いかがですが。市民の目線に、一番前に、こう

いうとこに。そういう課もあったんですよ、市

もあったんです。太田市なんかそうですからね。

そういうふうに発想を転換して、とにかく緊張

感を持って仕事ができるように、いろいろ工夫

してみられたらいかがかなと思うんですよね。 

 とにかく、長井市らしいファイリングシステ

ムをつくっていただいて、ＩＳＯ14001の自己

宣言ですか。自己宣言か外部監査かどっちでも

私はいいんですが、それはせっかくお金をかけ

てきたんですから、これが生きるようにやって

いただきたいなと思っておりますので、よろし

くお願いいたします。 

 なお、太田市でこの間で新聞にも何度も出て

ましたんですが、第３子以降の妊娠出産から中

学卒業までの子育てにかかる必要最低限の費用

について、５億円を入れていろいろやるという

取り組みの事例が紹介されておりましたけれど

も、やっぱり目的を持って、例えば子育てなり

なんなり、目的を持って、その財源を行革によ

って捻出するとか、何か目的を持ってやらない

限り、予算に割り当てる費用というのは、なか

なか生みだすことが難しいのではないかと思う

ものですから、そういうめり張りについても、

新しい20年度の予算編成においては見えるよう

な形で進めていただきたいなと。全国にさまざ

ま、なるほどと思う工夫をしているところは山

ほどありますので、ぜひそこら辺をお願いした

いなというふうに思っております。 

 さっき申し上げました、いわゆる合併して、

またその財政再建にいかなきゃいけないという

ことあたりについて、市長はまずどのように所

見として考えておられるか、それをお聞きしま

して質問を終えたいと思います。 

○渋谷佐輔委員長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 お答えいたします。 

 この間の一般質問で置賜３市５町、これは県

の合併構想に基づいて、長井市としては進める

べきだというふうなお話をしました。しかし、

現実的にはなかなか厳しいところもございます

ので、やはり合併すればすべてが解決するとい

うことはもちろんございません。蒲生委員がお

っしゃるように、悪いもの同士が合併したら、

余計ひどくなるというふうに思いますのでそれ

は慎重にせざるを得ないだろうと。 

 しかしながら、何と言ってもこれから地方交

付税は国の指針がそのとおりであるとすれば、
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５年間地方交付税は減り続けるということでご

ざいますので、この３年以内に合併することに

よりまして、その部分だけでも減少をとめるこ

とができるということは、大変なメリットだろ

うと。ですから、できるところからやっていく

というのが、私はやはり合併については基本だ

と。 

 しかし、委員もおっしゃってますように、リ

バウンドですね。今まで、特に長井みたいなと

ころは、財政再建五カ年計画をやって、18年度

からいいんだということで、リバウンドが今、

来ているわけですね。それが現実的にはマイナ

ス、４億5,000万円近い財源が足りないという

ところで、四苦八苦してしまったわけですので、

これは私も委員おっしゃるように肝に銘じて、

そこは慎重に取り組まなきゃならないと持って

います。 

＋ ＋

 以上でございます。 

○渋谷佐輔委員長 ９番、蒲生光男委員。 

○９番 蒲生光男委員 「沈没寸前の福智丸の回

避策とは」ということで、ここに改革の羅針盤

に出てるんですが、「旧３町が閉山後の事業展

開で倒産したように、財政再建のリバウンドと

も言うべき、再建明け後の行政事業に対する整

備で旧町の借金はふえました。合併すれば、財

政状況がよくなるはずでなかったのかと、大半

の方が思っています。自治体最大の行革と言わ

れる合併。確かに一定期間の交付税措置や合併

特例債の発行など有利な面もあります。しかし、

財政状況が悪い町同士が合併しても、努力なし

に好転は望めません。例えば、財政規模が１、

借金が３の町が３町合併すると、財政規模は３、

借金は９、比率は同じですが、ふくれた借金額

が財政を圧迫します。さらに、人件費や施設の

維持管理など、支出しなければならない経費も

３倍になり、全く余裕のない状況に陥ってしま

うのです。財政再建で旧町それぞれが学んだ計

画を厳守する行政手法、最小の経費で最大の効

果を生みだす計画行政が、今後の福智町におけ

る最大の課題です。町ではあらゆる答申やデー

タを元に、その羅針盤とも言うべき集中改革プ

ランの作成に取りかかっています。合併効果を

現すのはこれからです。町が沈まないために、

間違いのない方向や確かな指針を示す計画が今

つくられようとしております」というのが、こ

の改革の羅針盤ということのようです。 

 さまざまな行政需要はあると思いますが、長

井市の場合、よく夕張と比較して、夕張の次は

長井市だという人もいますし、思ってる人もい

るかもしれませんけれども、それは実質公債費

比率27.7％という数字が出たがために、やっぱ

りそういう印象を強くしていると思うんですね。

長井市の借金総額はざっと325億円ぐらいじゃ

ないですか、何も債務負担行為額も入れて。そ

うしますと、３万1,000弱の人口に終われば、

100万円ちょっとですよね。これは他の自治体

と比較しても、多い額ではないと思うんです。 

 何が少ないかというと、特に運転する資金が

足りないということが一番問題なわけですから、

私はできるかできないかわかりませんが、やは

り公債費の平準化計画をもう一度お願いできな

いかとか、入りの対策も必要ですが、やはり出

の対策についてもほかと比べて、にっちもさっ

ちもいかない借金状況であればともかくとして、

そうではないわけですから、やっぱりさまざま

な手法を駆使して、市民の最低限度の行政需要

にもこたえていだけるような市政運営に心がけ

ていただくようにお願いをして、質問を終えた

いと思います。ありがとうございました。 

○渋谷佐輔委員長 ここで暫時休憩いたします。

再開は午後３時20分といたします。 

 

 

   午後 ２時５７分 休憩 

   午後 ３時２０分 再開 
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○渋谷佐輔委員長 休憩前に復し、会議を再開い

たします。 

 

 

髙橋孝夫委員の総括質疑  

 

 

○渋谷佐輔委員長 次に、順位３番、議席番号11

番、髙橋孝夫委員。 

○１１番 髙橋孝夫委員 私は、長井市の行財政

運営が誤りがないよう展開が図られるよう祈り

ながら、総括質疑を行います。通告をしており

ます３点について、私の考え方を含め順次質問

を申し上げますので、明快な答弁をいただきま

すようにお願いをしておきたいと思います。 

３点通告しておりますが、ちょっと順序を変

えさせていただいて、３番目のあやめ公園入園

料についてから質問をさせていただきますので、

よろしくお願いいたします。 

本定例会に議案第37号 長井市都市公園条例

の一部改正案が上程をされています。これは、

あやめ公園の入園料を平成19年度から現行の

520円から700円に引き上げを行うというもので

あります。この審議は常任委員会でされており

ますし、そのことをどうこう言うつもりはあり

ません。今回、私が申し上げたいのは、入園料

を引き上げる以前の問題として、もっと検討を

加えなければいけない課題があるんではないか

という問題意識です。 

その意味で、以下２点についてお伺をしたい

と思います。第１点目は商工観光課長にお伺い

しますけれども、入園券配付に見直す余地はな

いかということについてです。 

現在のこの入園券配付というのは、市の「広

報ながい」に折り込みという格好でやっている

わけですが、この方法をとられたのはいつごろ

なのか。それと市民の反応はどうか、お聞かせ

をいただきたいと思います。 

○渋谷佐輔委員長 齋藤理喜夫商工観光課長。 

○齋藤理喜夫商工観光課長 お答えいたします。 

今の市報に折り込みというふうな形にしたの

はいつからかということですが、大変恐縮でご

ざいます。ここ数年というふうに記憶してござ

います。 

  （「反応は」の声あり） 

○齋藤理喜夫商工観光課長 市民の方の反応とい

うことでございますが、それにつきましては格

段の問題等を聞いてはおりません。 

○渋谷佐輔委員長 11番、髙橋孝夫委員。 

○１１番 髙橋孝夫委員 これはお聞きしたとこ

ろですが、かつては観光協会で各世帯ごとに封

筒に入れて、そして配付をしていたということ

なんです。それが、だけど商工観光課長の言葉

を借りれば、ここ数年前から今の形になったと

いうことになるわけです。 

今の形になって、実際に私ももらうわけです

が、１世帯を構成する人数には関係なく６枚つ

づりでくるんですね。７人家族でも６枚くるの

ですね。単独世帯でも６枚くるんですよ。こう

いった状況になってるわけですけれども、これ

らについての不都合というのも何もないという

ことでしょうか。 

○渋谷佐輔委員長 齋藤理喜夫商工観光課長。 

○齋藤理喜夫商工観光課長 お答えいたします。 

その前に、先ほどのいつからというふうなこ

とでございますが、平成14年からということで

ございました。 

それから、世帯に対しまして６枚つづりとい

うふうなことでございますが、こちらの方から

各世帯の皆さん方には、６人以上おられる方は

大変恐縮ですが、市の方においででくださいと

いうふうなことをさせていただいてるというこ

とでございます。 

それから、世帯の方が少ない場合は、それを

切り取っていただいて、自分の分としてお使い

―２３５― 


